
ご
注
意

担当者　　　　（氏名）

（連絡先）

　　　　10月から個人の納付済額

　片　品　　二　郎

　　新規採用により

年　税　額

月まで 月から

済　　　額

1．現年度 ２．新年度
※

処　理

普徴 期まで 期から

異動事由

（　　　2　期まで）　50,000円

特別徴収開始月

未　済　額

世帯番号

◎毎月１５日（必着）までにこの申出書を提出すれば、翌月の給
与から特別徴収することができます。(例えば、７月１５日の申出
により、８月分（9月１０日納期）から特別徴収）

◎申出時に、既に納期を過ぎている個人納付分については、原
則として特別徴収に切り替えませんので、速やかに納付するよう
個人にご指導願います。

　　群馬県利根郡片品村大字鎌田○○番地

　　片品商事（株）

　　片　品　　太　郎

特徴

行　政　区

電話

指定番号

係

特別徴収に係る給与所得者新規申出書（記載例）

所　在　地

名　　　　称

代表者の職氏名印

事　項

3．両年度

※
市
役
所
記
入
欄

新
規
の
理
由

　群馬県利根郡片品村大字須賀川○○番地

新規

　片品　花子氏名

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者

）

　右記のとおり新規の申出
をいたします。

平成 27 年  4 月  1 日

片品村長　様

※
印
の
欄
は

、
記
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん

。

（0278）○▽－▽○□△

継続

130

　総務課

氏　　　　　名

年　　税　　額

住　　　　　所

　　　　　　　　100,000円

特別徴収



◎申出時に、既に納期を過ぎている個人納付分については、原
則として特別徴収に切り替えませんので、速やかに納付するよう
個人にご指導願います。

◎毎月１５日（必着）までにこの申出書を提出すれば、翌月の給
与から特別徴収することができます。(例えば、７月１５日の申出
により、８月分（9月１０日納期）から特別徴収）ご

注
意

特徴 月まで

異動事由 年　税　額 済　　　額 未　済　額

※
役
場
記
入
欄

行　政　区 世帯番号 普徴 期まで 期から

月から

　　　　　　　　　　　　　　　　　円 特別徴収開始月

個人の納付済額 （　　　　　期まで）　　　　　　　円 　　　　　　月から

　右記のとおり新規の申出
をいたします。

住　　　　　所

新
規
の
理
由

氏　　　　　名

年　　税　　額

片品村長　様 氏名
代表者の職氏名印 印　 （連絡先）

電話 （　　　　　）　　　－

※
印
の
欄
は

、
記
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん

。

指定番号 継続
平成　　年　　月　　日

名　　　　称 係

特別徴収 新規

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者

）

所　在　地

担当者　　　　（氏名）

特別徴収に係る給与所得者新規申出書

※ 1．現年度 ２．新年度 3．両年度
処　理

事　項


